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まちを取り囲む自然の水や緑が良好な環境で守られ、市民の誇りと
愛着により地域のシンボルとなっている緑が大切に守られています。

凡　例

「守る」

「育てる」

将来像

 基本施策①
環境保全ゾーンの緑の保全

基本施策②
生物多様性の保全

【個別施策】
○山の緑の保全
○川の緑の保全
○海の緑の保全
○農地の保全

【個別施策】
○自然の緑の拠点の保全
○生物の生息・生育環境への配慮

基本施策③
農地や山林・里山の適切な管理と活用

【個別施策】
○農地の管理支援と有効活用
○山林・里山などの管理支援と有効活用

基本施策④
歴史の緑の拠点の保全と活用

【個別施策】
○歴史の緑の保全
○歴史の緑の活用と景観形成

基本施策⑤
地域のシンボルとなる緑の保全

【個別施策】
○巨木・名木の保全

基本方針Ⅰ

本市の骨格をな
す山・川・海・農地
の緑を守ります

 基本方針Ⅱ
農地や山林・里山
などの多様な緑
を適切に管理し、
緑の“質”を高め
ます

 基本方針Ⅲ

地域のシンボル
となる歴史の緑
を守ります

町内会、ボランティア・市民活動団体、事業者、行政などの協働に
より、ふるさとの緑を育んでいます。

将来像

まちなかには、快適で安全な暮らしを支える公園などの緑が増えて
います。

「創る」
将来像

 基本施策①
公園緑地拠点の整備

基本施策②
公園緑地拠点の活用

【個別施策】
○拠点都市公園などの整備
○防災機能の強化

【個別施策】
○学習の場としての活用
○協働の交流拠点としての活用

基本施策③
緑豊かな市街地の形成

【個別施策】
○拠点エリアの緑化
○公共公益施設の緑化
○民有地の緑化

基本施策①
緑に関する情報提供

【個別施策】
○多様な媒体による情報提供
○イベントを活用した情報提供
○市民活動のＰＲ

基本施策③
人材の育成

【個別施策】
○緑に関する指導者の育成

基本施策④
市民・行政の協働による緑づくり

【個別施策】
○市民参加による公園づくりと管理
○緑に関する市民活動の支援
○市民参加の新たな仕組みづくり

基本施策②
緑に関するイベントの開催

【個別施策】
○緑の楽しさ・大切さを感じるイベントの開催
○緑に関する学習イベントの開催

基本施策④
公園の整備・再整備

【個別施策】
○配置バランスに配慮した公園や広場の整備
○多様なニーズに対応した公園施設の再整備
○公園管理手法の検討

基本施策⑤
緑のネットワーク軸の形成

【個別施策】
○幹線道路の緑化
○緑豊かで美しい河川の整備
○市民に愛されるネットワーク軸の形成

基本方針Ⅰ

拠点となる公園
緑地を創ります

 基本方針Ⅱ

身近な公園緑地
を創ります

基本方針Ⅰ

緑に関する知識
や情報を広めます

基本方針Ⅱ

多様な主体の参
画による緑のまち
づくりに向けた仕
組みをつくります

 基本方針Ⅲ

つながる緑を創
ります

山の環境保全ゾーン

川の環境保全ゾーン

海の環境保全ゾーン

農の環境保全ゾーン

自然の緑の拠点

歴史の緑の拠点

公園緑地拠点

緑豊かな市街地

都市核緑化推進エリア

地域生活拠点緑化推進エリア

緑のネットワーク軸           

「守る」、「創る」、「育てる」ため
の様々な施策を展開することに
よって、「緑の将来像」の実現を
目指します。

緑の将来像図緑の将来像図

　緑の都市づくりは一足飛びで進められるものではありません。計画、行動、評価、改善を繰り返し、長い
歳月をかけて人材が育ち、輪が広がり、成就していくものです。
　本計画では目標年次までの10年間を「種まきから芽生え」の期間と位置づけ、これまで大切に引き継が
れてきた、山・川・海・農地などの緑を「守り」、様々な要請に応える緑を「創り」、そして、その緑をみんなで
いっしょに「育てる」ための土壌を育んでいきたいと考えます。
　このことを踏まえ、本市の緑の都市づくりに向けた基本理念を以下の通り設定します。

“将来”にわたり良好な環境を
伝えていくため、守り、創られ
た緑を、豊川市に関わる様々
な人びとがいっしょになって

「育てる」

“過去”から引き継がれた

緑を「守る」
“現在”の様々な要請に応えて

緑を「創る」
新たな「緑」を創る、

いまある「緑」を拡充する
いまある「緑」を守る、
「緑」を活用する

行政と市民、市民と市民が協働で「緑」を育てる
（「守る」「創る」にも関連）

みんなで育み、守る
都市にやさしく、人に身近な『ふるさとの緑』

みんなで育み、守る
都市にやさしく、人に身近な『ふるさとの緑』

● 豊川市の緑の都市づくりの基本理念 ●
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　豊川市の緑の都市づくりの基本理念 基本方針・将来像




